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１．基本事項 

本マニュアルでは、水害、高潮災害、土砂災害（以下「風水害」という。）を対象に豊橋市災害対策

実施要領、豊橋市消防本部警防規程、豊橋市消防本部指揮本部要綱に基づき、消防団の活動を定める

ものとする。 

 

２．活動基本方針 

・指揮命令系統の遵守を徹底し、分団ごとの判断だけで活動しない。 

・適切に団員管理を行い、活動が長期化した場合でも配備を維持できる体制を構築する。 

   

３．参集の基準について 

 （１）河川の水位上昇に伴う参集 

  以下の条件をすべて満たした状態で、災害対策本部からの配備要請を受けた消防団長が、原則とし

て対象河川を管轄する消防団員を参集する。 

 

  ・災害対策本部が設置されている 

・管轄の河川が、水防計画に定める氾濫注意水位以上になっている 
 

ただし、氾濫注意水位以下の水位であっても、被害発生の状況等によっては、災害対策本部が設置さ

れ、配備要請がかかる可能性があるため、水防団待機水位を超えた場合は、対象河川を管轄する消防団

員は自宅待機の態勢をとること。 

 

※河川の水位上昇に伴い参集する分団 

【一級河川豊川】 

・第一方面隊（賀茂分団、西郷分団、玉川分団） 

・第二方面隊（下条分団、牛川分団） 

・第三方面隊（松葉分団） 

・第七方面隊（花田分団、牟呂分団、吉田方分団） 

・第八方面隊（下地分団、大村分団、津田分団、前芝分団） 

【一級河川豊川放水路】 

・第八方面隊（下地分団、大村分団、津田分団、前芝分団） 

【二級河川柳生川】 

・第二方面隊（つつじが丘分団、豊分団） 

・第三方面隊（向山分団、新川分団、松山分団） 

・第六方面隊（福岡分団、磯辺分団、中野分団） 

・第七方面隊（羽根井分団、牟呂分団、汐田分団） 

河川 豊川 豊橋放水路 柳生川 梅田川 佐奈川 音羽川 

観測所 石田 当古 豊橋 放水路第一 花田 浜道 佐土 国府 

氾濫注意水位 4.20  4.70  3.50  7.00  2.05  2.80  2.15  1.85 

水防団待機水位 2.40 3.30 3.00 5.00 1.35 2.35 1.85 1.40 

（単位：ｍ） 
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【二級河川梅田川】 

・第四方面隊（二川分団、二川南分団、谷川分団、細谷分団） 

・第六方面隊（栄分団、磯辺分団、大崎分団、高師分団、植田分団、野依分団、天伯分団、幸分団、 

芦原分団） 

・第七方面隊（汐田分団） 

【二級河川佐奈川】 

・第八方面隊（前芝分団） 

【二級河川音羽川】 

・第八方面隊（前芝分団） 

 

（２）警報等の発令に伴う参集 

  以下の条件をすべて満たした状態で、災害対策本部からの配備要請を受けた消防団長が、警報によ

る被害が予想される地域を管轄する消防団員又は市内全域の消防団員を参集する。 
 

 ・災害対策本部が設置されている 

・高潮注意報、大雨警報、洪水警報、暴風警報、暴風雪警報、大雪警報、波浪特別警報、高潮警報、

大雨特別警報、暴風特別警報、高潮特別警報、暴風雪特別警報又は大雪特別警報が発表されている 
 

ただし、上記条件に関らず、被害発生の状況等によっては参集となる可能性があるため、警報等の発

令が見込まれる場合は、気象情報等に注視し、自宅待機の態勢をとること。 

  

４．詰所への参集人数について 

参集する団員は各部あたり原則 5 名とし、参集しない団員は、活動が長期化したときに備え、自宅

にて人員交替できる体制を整えること。ただし、災害対策本部により全員参集の配備要請があった場合

はこの限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        １名：連絡団員 → 詰所に待機し方面隊本部と常時連絡をとる 

５名の内訳 

        ４名：活動団員 → 車両にて出動し、現場活動を行う 
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５．各階級の任務 

団員は所定の場所に参集し、各階級に応じた任務を行う。 

階 級 参集場所 

消防団長 災害対策本部 

方面隊長・副隊長 管轄署所 

分団長・副分団長・部長・班長・団員 所属詰所 

 

（１）消防団長（消防団本部） 

ア 消防団を統括するため消防団本部を設置する。 

イ 指揮本部が設置された場合、中消防署（指揮本部）へ消防団本部を設置し指揮副本部長を兼務 

する。消防団長不在の場合は、第三方面隊長が指揮を執る。 

ウ 方面隊本部と絶えず情報交換し、各地域の災害状況の把握に努め、災害の規模に応じて、効率的

な部隊運用を行う。 

エ 市内全域に及ぶ災害情報を入手した場合は、ＭＣＡ無線により「Ｇ消防団」で一斉に情報を 

伝達する。 

（２）方面隊長及び副方面隊長（方面隊本部） 

ア 管轄消防署所へ参集し、管轄消防署所と連携して分団を統括するため方面隊本部を設置する。 

イ 隊長不在の場合は、副隊長が指揮を執る。 

ウ 方面隊毎に参集した消防団員数、出動可能な分団（部）の数をまとめ消防団本部に報告する。 

エ 消防団本部からの指示を連絡団員に伝達し、分団を統括する。ただし、消防団本部からの指示が

なく緊急性の高い事案が発生した場合には、方面隊長及び副方面隊長の判断により対応するもの

とする。 

（３）正副分団長、部長及び班長（連絡団員） 

ア 管轄内の状況を把握し、所属詰所に参集する。 

イ 参集団員数、詰所の被害状況、出動の可否を方面隊本部へ報告する。その後、団員から地域の被

害情報を取りまとめ、方面隊本部へ報告する。 

ウ 方面隊本部からの指示を活動団員に伝達し、小隊の管理を行う。 

（４）団員（活動団員） 

ア 参集途上では、火災状況、家屋倒壊等の人的被害状況、道路被害等の二次災害状況を把握し、 

分団長等に報告する。 

イ 詰所に到着後直ちに出動準備を行う。  

ウ 方面隊本部からの指示を受け活動を行う。 

エ 車両出動時には原則４名をもって編成し活動すること。 

オ 活動時には安全装備品を着装し、安全面に配慮すること。 
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【指揮命令系統の徹底について】 
 上記で記した各階級の任務に基づき、必ず、次項で示す指揮命令系統を遵守してください。 

災害活動において、指揮者が配下の部隊の動きを把握できなくなった時、事故が発生するリスクが

急激に高まります。全員が怪我無く活動するために、指揮命令系統の徹底について、全員が共通認識

を持つようお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 

 

① 体制の報告           （分団 → 方面隊本部） 

② 体制の把握          （本方面隊部 → 消防団本部） 

③ 活動の指示          （消防団本部 → 方面隊本部 → 分団） 

④ 活動前、活動中、活動後の報告 （分団 → 方面隊本部→消防団本部） 

⑤ 次の出動に備える       （分団） 

活動フロー 

【参 考】 
１．水防団待機水位になった時の対応 
 〇 → 参集に備え自宅で待機する。 
 × → 指示を受けず詰所に参集し、分団の判断で巡視警戒を行う。 

 
２．分団詰所で待機中、管内で倒木があったと情報が直接にあった場合の対応 

〇 → 方面隊本部に倒木の情報を送り、指示を受けて出動する。 
× → すぐ近くなので、まずは出動して、方面隊本部には事後報告する 
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【指揮命令系統イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊橋市災害対策本部 

（設置場所：豊橋市役所） 

各分団詰所 

分団長・副分団長 

部長・班長・団員 

班長 消防長 
総務課 
予防課 

 

連 携 

消防救急課 
通信指令課 

 

 

指 示 

 

指 示 

 

報 告 

 

報 告 

消火救助班 

消防団本部 

消防団本部長：消防団長 

総務課主幹・団担当職員 

消防団組織 

市役所 

連 携 
方面隊本部 

方面隊本部長：方面隊長 

方面隊副本部長：副隊長 

情報共有 

情報共有 

消防署所 

 

各消防署所 

情報共有 

連 携 

消火、救助及び救急に関すること

を分掌する。 

【指揮本部設置の設置について】 

消防長の指示により、中消防署に指揮本部が開設さ

れる場合がありますが、消防団の体制にあっては、市

役所に設置された消防団本部が中消防署に移動する

以外変更はありません。 
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６. 消防団本部、方面隊本部への伝達要領 

（１）報告及び指示 

  分団長は豊橋市デジタル防災行政用無線（以下「ＭＣＡ無線」という。）を活用して方面隊長へ、方

面隊長は消防団長へ報告を行う。指示についてはその逆となる。 

 各分団の管轄内の指示及び報告にあってはデジタル簡易無線により情報収集を行うものとする。 

（２）災害時の通信要領（ＭＣＡ無線の通信要領） 

ア 消防団本部への報告は個別呼出により実施 

各方面隊長が消防団長へ報告する場合は、個別呼出（呼出呼称：800）にて通信を行う。 

消防団長の無線機の他、消防団本部には消防本部の無線機も配備するため、消防団長の無線機が

通話中の場合は、消防本部の無線へ通信を行う。（消防本部呼出呼称：100、111） 

イ 「Ｇ消防団」での発信、原則禁止 

「Ｇ消防団」での発信（全局 86 台）は原則禁止とする。発信は消防団長及び消防団本部から

の発信のみとし、それ以外の隊長又は分団からは「Ｇ消防団」で発信はしないこと。 

また、消防団長から発信し、指示を受けた場合、「Ｇ消防団」の通信では応答はしないこと。 

※「了解しました」等の応答をすると、応答後５秒間は通信が切れていない状態となり、皆が応

答するとこの間、全ての無線機が使用できない状態となる。 

（３）災害時の通信要領（デジタル簡易無線の通信要領） 

各分団は、あらかじめ定められたチャンネルで運用することとし、他のチャンネルでの使用は原則

禁止とする。 

活動団員は、移動局（積載車）、携帯局（３台）を活用し、活動の状況を基地局（消防団詰所）の

連絡団員へ報告する。基地局には、連絡団員１名を配置し、情報収集に対応するとともに、ＭＣＡ無

線を用いて方面隊本部へ報告を行う。 

方面隊本部から指示を受けた連絡団員は基地局より管轄内の団員にデジタル簡易無線により指示を

行う。 
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報 告 

 

各分団詰所 

分団長・副分団長 

部長・班長・団員 

 

指 示 

 

指 示 

 

報 告 

 

報 告 

消防団本部（市役所） 

消防団本部長：消防団長 

総務課主幹・団担当職員 

消防団組織 

方面隊本部（消防署所） 

方面隊本部長：方面隊長 

方面隊副本部長：副隊長 

指 示 
 
 

報 告 

指 示 
 
 
報 告 

G 方面隊 

個別番号 消防団長 

（市役所） 

方面隊長 

（消防署所） 

連絡団員 

（詰所） 

固定局 

避難誘導 

道路啓開 携帯局 

携帯局 

指示 

報告 報告 

携帯局 

移動局 

河川監視 

避難広報 

消防団長 ⇔ 方面隊長 ⇔ 分団長 

MCA を使用 

連絡団員 ⇔ 活動団員 

デジタル簡易無線を使用 

【MCA 無線・デジタル簡易無線のイメージ図】 
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【 消防団 MCA 無線 個別番号 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

【 消防署所 MCA 無線 個別番号 】 
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【 デジタル簡易無線 チャンネル一覧 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一方面隊 第二方面隊 第三方面隊 第四方面隊 第五方面隊 第六方面隊 第七方面隊 第八方面隊 

分団名 ｃｈ 分団名 ｃｈ 分団名 ｃｈ 分団名 ｃｈ 分団名 ｃｈ 分団名 ｃｈ 分団名 ｃｈ 分団名 ｃｈ 

賀茂 １７ 下条 ７ 向山 ２４ 二川 ２７ 豊南 ２（９） 福岡 １７ 羽根井 ２０ 下地 ２３ 

西郷 ５（３） 牛川 １３ 新川 ２６ 二川南 １７ 高根 ５ 栄 ２１ 花田 １４ 大村 ９ 

玉川 ８（９） 東田 １１ 八町 ２８ 小沢 ２３ 老津 ７ 大崎 ３ 牟呂 １２ 津田 ２７ 

石巻 ２ 旭 ３０ 松山 １８ 谷川 ７ 杉山 １０ 磯辺 ５ 汐田 １０ 前芝 １７ 

嵩山 ２１ 多米 ２０ 松葉 １６ 細谷 １０ 富士見 ２１ 高師 ８ 吉田方 ２９   

  岩田 １２       大清水 ９     

  岩西 ２５       植田 ２     

  鷹丘 ５       野依 １３     

  豊 ２２       天伯 ２０     

  飯村 ２９       幸 １９     

  つつじが丘 ４       芦原 ６     

          中野 １     
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７．参集後の出動準備 

消防団は、出動の指示があった場合、直ちに事態に即応した配備体制をとるために、おおむね次

の水防活動準備を行う。 

（１）水防の資器材の整備点検をすること。 

ａ．可搬式排水ポンプ※ ｄ．携行缶（燃料） 

ｂ．発電機 e．チェーンソー 

ｃ．投光器  

  ※可搬式排水ポンプ配備分団 

賀茂、下条、牛川、二川、牟呂、汐田、吉田方、下地、大村、津田 

（２）重要水防箇所を含む水防上の注意箇所の確認をすること。 

 

８．出動について 

車両出動時には原則４名をもって編成し活動すること。また、活動時には安全装備品を着装し、安

全面に配慮すること。 

（１）安全装備品の着装と携帯 

水防活動に従事する団員は、下記に掲げる装備を着装及び携帯し活動を行うこと。 

ａ．活動服 ｅ．合図灯 

ｂ．雨 衣 ｆ．ＭＣＡ無線機 

ｃ．保安帽 ｇ．デジタル簡易無線機 

ｄ．ライフジャケット  

   

（２）団員の具体的活動 

ア 管轄の河川、海岸等の状況・監視警戒 

⇒ 管轄の河川、海岸の水位・潮位の確認を行い、災害対策本部（指揮本部が設置されている

場合は指揮本部へ）に連絡する。 

漏水、堤防の損傷等異常を発見したときは、直ちに連絡するとともに水防工法の実施等事

態に即応した措置をとること。 

イ 倒木等の除去 

 ⇒ 倒木等が発生した場合は、チェーンソーなどの資機材を用いて、道路の啓開活動を実施

する。 

ウ 交通誘導 

⇒ 風水害による人命危険等がある場合は交通誘導を行い、浸水地域への警戒区域の設定を

行う。※ 実施時間は道路管理者（国、県、市）等に現場を引渡すまでの間とする。 

エ 避難広報・指示 

⇒ 浸水予測地域や土砂災害危険地域の住民に対する避難広報や住民への避難広報・指示を

実施する。 

オ その他水防上必要な措置をとること。 
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９．樋門等の閉鎖活動について 

  管理者（豊橋市役所河川課等）より委託された取扱責任者（自治会）から操作員として指名された

分団が閉鎖活動を実施するものである。 

地元自治会等から依頼され、樋門・陸閘の閉鎖活動等を行う分団にあっては、必ず、活動前に消防

団本部に報告し、活動が終わった後も同様に報告することとする。依頼元への報告は消防団本部への

報告が終了した後とする。 

  ※樋門・陸閘の閉鎖活動等を実施する分団 

No 方面隊 分団名 樋門（活動箇所数） 陸閘（活動箇所数） 連絡元 

１ 第二方面隊 下 条 

２  

下条校区自治会 

豊橋市役所河川課 
西郷廻り樋管 

下条排水樋管 
 

２ 第六方面隊 大 崎 

１ ６ 

大崎町自治会 

船渡町自治会 笠松防汐水門 

船渡船倉門扉 

高打場１号門扉 

高打場２号扉 

城戸中 1 号・2 号立切 

笠松陸閘門扉 

３ 第八方面隊 前 芝 

２ ４ 

豊橋市役所河川課 前芝船溜樋管 

青木船溜樋門 

前芝第 2 号・第 6 号 

第 7 号・第 8 号陸閘 

     

 

10．解除の基準 

河川及び海岸等における水位、潮位が氾濫注意水位以下に減じ、水防活動の必要がなくなったと

き。 

  ※必要性を判断するのは災害対策本部なので、実際は消火救助班長（消防長）の指示があった時とな

ります。 
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【付 則】 

平成２７年 ９月 作成 

平成２９年 ６月 修正 

令和 元年 ６月 修正 

令和 ２年 ８月 修正 

令和 ３年 ６月 修正 

令和 ５年 ６月 修正 
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第１章 主要河川の避難指示等の判断基準 

１ 主要河川の避難指示等の判断基準表    単位：ｍ 

河

川

種

類 

豊橋呼称 通報水位 警戒水位  

水位基準 

レベル１水位 

水防団待機

水   位 

レベル２水位 

氾濫注意 

水   位 
出動水位 

レベル３水位 

避難判断 

水   位 

レベル４水位 

氾濫危険 

水   位 

レベル５水位 

堤防高 

水位基準に伴う

体制・発令内容 

水位観測 

場所 

水防団待機 

（準備体制） 
水防団出動 
（第一非常配備） 

 警戒レベル３ 

高齢者等避難  

警戒レベル４ 

避難指示 
警戒レベル５ 

緊急安全確保 

県
指
定
周
知
河
川 

柳生川 花田 1.35 2.05  2.60  2.60  3.50 4.10 

梅田川 浜道 2.35 2.80 3.05 3.05 3.70 4.40 

佐奈川 
佐土 

（豊川市内） 
1.85  2.15 2.40 2.45 2.80 4.03 

音羽川 
国府 

（豊川市内） 
1.40 1.85 2.15 2.40 2.70 3.57 

国
指
定
洪
水
予
報
河
川 

洪水予報（＊１）  氾濫注意 

情   報 
 氾濫警戒 

情   報 

氾濫危険 

情   報 

氾濫発生 

情   報 

水位基準に伴う

体制・発令内容 
   ※賀茂霞 

警戒レベル３ 

警戒レベル３ 

高齢者等避難  

警戒レベル４ 

避難指示 
警戒レベル５ 

緊急安全確保 

豊川 
当古 

（豊川市内） 
3.30  4.70  5.10  6.20  7.10  -（＊3） 

豊川：賀茂霞 
石田 

（新城市内） 
2.40  4.20  4.70  6.20  7.40 -（＊3） 

豊川：下条霞 
石田 

（新城市内） 
2.40  4.20  4.70  6.20  7.40  -（＊3） 

豊川：牛川霞 
石田 

（新城市内） 
2.40  4.20  4.70  6.20  7.40  -（＊3） 

豊川 
豊橋・船町 

（＊２） 
3.00  3.50  4.00       

豊川放水路 
放水路第一 

（豊川市内） 
5.00  7.00  7.60  

9.10（＊

４）  

9.10（＊

４） 
（＊４） 

  
参考：内閣府ガイドライン上

の体制・発令内容 
警報級の可能性 

（早期注意情報） 

洪水注意報  

大雨注意報等 
  

警戒レベル３ 

高齢者等避難  

警戒レベル４ 

避難指示 
警戒レベル５ 

緊急安全確保 

 ＊１：「洪水予報」とは、気象台（名古屋地方気象台）と河川管理者（豊橋河川事務所）が共同で洪水予報を水防管理者等に通知すると共

に報道機関を通じ一般に周知する。 
 ＊２：豊橋・船町観測所は、水防団に対し発令される水防警報に関する観測所のため、出動水位までしか水位基準の設定がない。 

 
＊３：堤防高は設定されているが、設定値より低い水位で氾濫の発生が予想されるため、洪水予報の「氾濫発生情報」が発表された場合

等に、「緊急安全確保」を発令することとする。 

【参考 堤防高】当古：7.62m、石田：8.13m、豊橋・船町：6.16m、放水路第一：10.64m 

 
＊４：豊川放水路の水位基準のうち、「避難判断水位」は洪水予報で「氾濫警戒情報」が発表された場合は「高齢者等避難」を、「氾濫危

険水位」は洪水予報で「氾濫危険情報」が発表された場合は「避難指示」を、「氾濫発生情報」が発表された場合は「緊急安全確保」

を発令することとする。 

 ＊５：上記水位観測所以外に、国指定周知河川の霞簡易水位計、県周知河川の危機管理水位計の水位状況も観測すること。 
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第２章 避難指示等について 

１ 避難指示等に係る伝達方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察・海上保安署・自衛隊 

（避難指示（緊急）の場合に限る） 

市  民 

地域住民に対し車両にて広報 

地域住民へ避難指示・誘導 

 
豊橋市

災害対策本部 

 
 
 
 
 
 
 

災害対策本部

事務局 

地域住民に対し車両にて広報 

電話・FAX 等 自主防災組織 地域住民

に伝達 

豊橋防災ラジオ 防災ラジオにより住民に周知 

ホームページ 
インターネットにより災害情報

を閲覧 

豊橋ほっとメール 
メールアドレス登録者 

携帯電話メール 

同報系防災無線 
地域住民（半径約１km を包含） 

音声、サイレン 

広報車 土木班 

消火救助班 
（指揮本部） 

消防車両（署所、消防団） 

 

 
 
 
 
 

広報班 

ティーズ 

（ケーブルテレビ） 
テレビにより住民に周知 

広報車 地域住民に対し車両にて広報 

エフエム豊橋 

（コミュニティーFM） 
ラジオにより住民に周知 

放送機関 

（テレビ、ラジオ等） 

テレビ、ラジオ等により住民に

周知 

ツイッター インターネットにより住民に

周知 

Yahoo！防災速報アプリ 

HAZARD ＯＮアプリ 
アプリ登録者に災害情報を配信 
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２ 避難指示等の伝達文（例） 

  （１）【警戒レベル３】高齢者等避難 

    ア 避難所開設あり又は避難情報と同時に開設する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高齢者等避難を伝達する場合の注意事項 

 ア     部分については高齢者等避難を出すに至った情報（状況）を簡潔に伝達すること。 

イ （ ）内については、必要に応じ、適宜伝達すること。 

ウ 避難所については、具体的な避難所名（原則として、直近の避難所）を伝達すること。 

なお、水害の場合については、今後の浸水予測を踏まえ、避難所を選定すること。 

 

 

※避難所における感染症対策について 

  感染症等が拡大状況にある中で避難所を開設する際は、市民に対し感染症予防を講ずるよう伝達す

ること。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

警戒レベル３、危険な場所から高齢者等は避難。 

こちらは、豊橋市消防団 ○○分団です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため、○○時○○分に△△町（××地区）に 

警戒レベル３、高齢者等避難を発令しました。 

   避難に時間を要する方は、○○校区（地区）市民館へ避難を開始してください。 

昨夜からの大雨により、 

① △△川の水位が上昇し、○○水位観測所で避難判断水位を超え、 

今後、浸水するおそれがあります。 

① △△川の水位が上昇し、今後、水があふれるおそれがあります。 

② １時間後には道路冠水のおそれがあります。 

④ 土砂災害の発生するおそれがあります。 

                   など 

【例文】 

 避難所の三密を避けるため、事前に親戚の家に避難する等の対策を取っていただくほか、避難所に避難する 

 際は、マスク・体温計・防寒具等を持参するなどの感染症対策をお願いします。 

また、避難所での密集解消にご協力ください。 
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イ 避難所開設なしの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

※高齢者等避難を伝達する場合の注意事項 

ア     部分については高齢者等避難を出すに至った情報（状況）を簡潔に伝達 

すること。 

イ （ ）内については、必要に応じ、適宜伝達すること。 

ウ 避難所については、開設している避難所を別途情報伝達すること。 

※避難所開設の有無に関わらず、高齢者等避難を出すべき状況のときは直ちに高齢者等避難

を出すこと。 

  

警戒レベル３、危険な場所から高齢者等は避難。 

こちらは、豊橋市消防団 ○○分団です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため、○○時○○分に△△町（××地区）に 

警戒レベル３、高齢者等避難を発令しました。 

   避難に時間を要する方は、安全な場所へ自主避難を開始してください。 

 

昨夜からの大雨により、 

③ △△川の水位が上昇し、○○水位観測所で避難判断水位を超え、 

今後、浸水するおそれがあります。 

② △△川の水位が上昇し、今後、水があふれるおそれがあります。 

③ 道路冠水のおそれがあります。 

④ 土砂災害の発生するおそれがあります。 

                     など 
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（２）【警戒レベル４】避難指示 

ア 避難所開設あり又は避難情報と同時に開設する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※避難指示を伝達する場合の注意事項 

ア     部分については避難指示を出すに至った情報（状況）を簡潔に伝達すること。 

イ （ ）内については、必要に応じ、適宜伝達すること。 

ウ 避難所については、具体的な避難所名（原則として、直近の避難所）を伝達すること。 

なお、水害の場合については、今後の浸水予測を踏まえ、避難所を選定すること。 

エ 避難に支障となる状況（浸水、がけ崩れ等による道路封鎖など）がある場合はその状況も

あわせ伝達すること。 

 

※避難所における感染症対策について 

  感染症等が拡大状況にある中で避難所を開設する際は、市民に対し感染症予防を講ずるよう伝達す

ること。 

   

 

 

 

 

 

警戒レベル４、危険な場所から直ちに全員避難。 

こちらは、豊橋市消防団 ○○分団です。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

このため、○○時○○分に△△町（××地区）に 

警戒レベル４、避難指示を発令しました。 

該当する地区の方は、○○校区（地区）市民館へ避難してください。 

避難所への避難が困難な場合は、屋内の高い場所で待機してください。 

昨夜からの大雨により、 

① △△川の水位が上昇し、○○水位観測所で氾濫危険水位を超えています。 

② 川の水位が上昇し、今後、床下浸水が始まるおそれがあります。 

③ △△川の水位が上昇し、水があふれるおそれがあります。 

④ 道路冠水がいたる所で発生しており、床下浸水の可能性が出てきま 

した。 

⑤ 土砂災害の発生する危険が更に高まってきました。 

                          など 

【例文】 

 避難所の三密を避けるため、事前に親戚の家に避難する等の対策を取っていただくほか、避難所に避難する 

 際は、マスク・体温計・防寒具等を持参するなどの感染症対策をお願いします。 

また、避難所での密集解消にご協力ください。 
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イ 避難所開設なしの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※避難指示を伝達する場合の注意事項 

ア     部分については避難指示を出すに至った情報（状況）を簡潔に伝達すること。 

イ （ ）内については、必要に応じ、適宜伝達すること。 

ウ 避難所については、開設している避難所を別途情報伝達すること。 

※避難所開設の有無に関わらず、避難指示を出すべき状況のときは直ちに避難指示を出すこ

と。 

エ 避難に支障となる状況（浸水、がけ崩れ等による道路封鎖など）がある場合はその状況も

あわせ伝達すること。 

 

 

  

警戒レベル４、危険な場所から直ちに全員避難。 

こちらは、豊橋市消防団 ○○分団です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

このため、○○時○○分に△△町（××地区）に警戒レベル 4、避難指示を発令し

ました。 

該当する地区の方は、安全な場所へ直ちに避難してください。 

安全な場所への避難が困難な場合は、屋内の高い場所で待機してください。 

（なお、浸水により××道路は通行できません。△△の方へ迂回して避難してくだ

さい。） 

昨夜からの大雨により、 

① △△川の水位が上昇し、○○水位観測所で氾濫危険水位を超えています。 

② 川の水位が上昇し、今後、床下浸水が始まるおそれがあります。 

③ △△川の水位が上昇し、水があふれるおそれがあります。 

④ 道路冠水がいたる所で発生しており、床下浸水の可能性が出てきま 

した。 

⑤ 土砂災害の発生する危険が更に高まってきました。 

                         など 
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（３）【警戒レベル５】緊急安全確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※緊急安全確保を伝達する場合の注意事項 

  ア     部分については緊急安全確保を出すに至った情報（状況）を簡潔に伝達する 

こと。 

イ （ ）内については、必要に応じ、適宜伝達すること。 

ウ 避難に支障となる状況（浸水、がけ崩れ等による道路封鎖など）がある場合はその状況も

あわせ伝達すること。 

 

 

災害発生、警戒レベル５、命を守る最善の行動をとってください。 

こちらは、豊橋市消防団 ○○分団です。 

 
 
 
 

 

 

 

このため、○○時○○分に△△町（××地区）に 

【警戒レベル５】緊急安全確保を発令しました。 

該当する地区の方で、避難中の方は大至急、近くの安全な場所に緊急避難するか、屋

内の安全な場所に避難してください。 

昨夜からの大雨により、 

① 川の水位が上昇し○○水位観測所で堤防高を超えています。 

② △△川が決壊（水があふれた）しました。 

③ 近隣で土砂災害が発生しており、非常に危険な状況です。 

                           など 
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第３章 気象サイト等リンク集 

 

 

川の防災情報（国土交通省） 

http://www.river.go.jp/ 

 

  

 

川の防災情報（愛知県） 

http://www.kasen-aichi.jp/ 

 

 

愛知県土砂災害防災情報（愛知県建設部砂防課） 

http://www.sabo.pref.aichi.jp/ 

 

 

 

気象庁あなたの街の防災情報 

https://www.jma.go.jp/bosai 

 

 

 

 

豊橋市雨量観測マップ 

http://saigaikisyou.tousan-fd.jp/toyohashi/uryou/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

   豊橋ほっとメール登録 

   http://apps.sugumail.com/toyohashi/ 

 

 

 

 

 

 

 

防 災 ア プ リ 「 ハ ザ ー ド ン 」

http://toyohashi-city.site.ktaiwork.jp 

ios 用 

 

Android 用 

 

http://www.river.go.jp/
http://www.kasen-aichi.jp/
http://www.sabo.pref.aichi.jp/
https://www.jma.go.jp/bosai
http://saigaikisyou.tousan-fd.jp/toyohashi/uryou/index.html
http://apps.sugumail.com/toyohashi/
http://toyohashi-city.site.ktaiwork.jp
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豊橋市消防団、豊橋市消防本部 
〒440-8501 豊橋市今橋町１番地   
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mailto:shobo-somu@city.toyohashi.lg.jp

